
※市町村民税所得割額は，退職所得に係る所得割額を除いた額とし，寄附金税額控除，外国税額控除，配当

割額または株式等譲渡所得割額の控除，個人の市町村民税の配当控除・住宅借入金等特別税額控除額等の

税額控除前の額で算定する。 

 

令和 7年度の保育料の詳細が決まりましたら，市役所ホームページ，窓口等でお知らせします。 

 

 

（単位：円） 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額） 
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市町村民税非課税世帯 0 ０ 

C 

１ 
均等割額のみの 

課税世帯（所得割非課税世帯） 
13,800 13,800 

２ 
所得割の額が 

１０，０００円未満である世帯 
15,400 15,200 

３ 
１０，０００円以上  

３０，０００円未満の世帯 
17,800 17,400 

４ 
３０，０００円以上  

４８，６００円未満の世帯 
18,400 18,000 

５ 
４８，６００円以上  

６４，８００円未満の世帯 
22,000 21,600 

６ 
６４，８００円以上  

８１，０００円未満の世帯 
25,000 24,600 

７ 
８１，０００円以上  

９７，０００円未満の世帯 
29,000 28,400 

８ 
９７，０００円以上  

１２５，８００円未満の世帯 
35,000 34,200 

９ 
１２５，８００円以上  

１５４，６００円未満の世帯 
42,000 41,400 

10 
１５４，６００円以上  

１６９，０００円未満の世帯 
43,000 42,200 

11 
１６９，０００円以上  

３０１，０００円未満の世帯 
50,000 48,800 

12 
３０１，０００円以上 

３９７，０００円未満の世帯 
56,000 54,600 

13 ３９７，０００円以上の世帯 58,000 56,600 

令和 7年度 総社市保育所・認定こども園（保育部）・地域型保育事業保育料徴収基準額表（案） 


